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川崎市建設緑政局民間活用事業者選定評価委員会 自転車対策部会 

会議録（要約） 

 

日時 
令和７年 8 月５日（火） 

10：00～11：00 
場所 

川崎市役所本庁舎１６階 

1603 会議室（オンライン開催） 

出席者 鈴木部会長、根本委員、仁科委員、渡邊委員 

事務局 

川崎市 建設緑政局 自転車利活用推進室  

川瀬 室長、村田 放置対策担当課長、小出 課長補佐（企画調整担当）、 

濵﨑 担当係長（業務管理担当）、関 主任、田中 職員、添田 職員 

傍聴者 0 名 

 

【議題】 

１ 自転車対策部会の取扱い等について 

２ 市営自転車等駐車場指定管理者の令和６年度分の評価について 

（１） 南部ブロック 

（２） 中部ブロック 

（３） 北部ブロック 

３ その他 

 

【議事】 

１ 自転車対策部会の取扱い等について 

○事務局から次の点について説明、委員からの意見・質問はなく了承された。 

ア 指定管理者の令和６年度分の年度評価に係る審査であり、会議は公開とする。 

イ 会議録を要約方式で作成、委員名は原則として記載する。 

ウ 会議録は、各委員に確認を得た上で閲覧対象となる。 

エ 評価結果を本市ホームページで公表する。 

 

２ 市営自転車等駐車場指定管理者の令和６年度分の評価について 

（１）南部ブロック 

○事務局から南部ブロックの評価について説明 

（２）中部ブロック 

○事務局から中部ブロックの評価について説明 

（３）北部ブロック 

○事務局から北部ブロックの評価について説明 
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＝質疑応答＝ 

 

【渡邊委員】 

南部、中部ブロックの人件費が予算（計画）と比べると下がっている。機械化を推進し、人件費を

削減しすぎると利用者の満足度が落ちると思うが、苦情等は受けていないか。 

（事務局） 

苦情等は受けていない。機械化を推進しすぎてサービスが低下しないよう指定管理者と調整して

いきたい。 

 

【鈴木部会長】 

中部ブロックの苦情にある喫煙については、駐輪場運営と直接関係があるか。 

（事務局） 

駐輪場内は禁煙と定めているにもかかわらず事務所内で喫煙していることを問題視している。 

【鈴木部会長】 

 煙草を吸っていた方はシルバー人材の方か。 

（事務局） 

 指定管理者が直接雇用している管理員である。 

【鈴木部会長】 

シルバー人材センターなら指導する対象が異なるが、会社が雇用しているなら評価をされること

になるのは理解できた。駐輪場のサービスに直接関係ないとはいえ、そういうルールを定めている

ということで、引き続き注意していただきたい。 

 

【根本委員】 

Ｃ評価はそれほど問題でなければ事務局案の評価でよいと思う。 

人件費が高騰している中で、いろいろ工夫して人件費の削減に努めているようだが、やはり必要

最低限のことはやらなければならないため、創意工夫しながら人件費を適正に確保し、運営してい

ただきたい。 

（事務局） 

評価についてはＣ評価が標準であり、中部ブロックについては標準の評価である。 

また、過度に人員を削減することによりサービス低下に繋がらないよう、各指定管理者と協議し

ながら、適切に運営していきたい。 

 

【渡邊委員】 

自主事業の内容、各ブロックでは何を実施して収入をあげているか。 

（事務局） 

自主事業については、南部ブロックでは管理人のいる施設にＡＥＤを設置しているが収益はない。

一方、中部・北部では自動販売機を設置して収益をあげている。 

 

【渡邊委員】 

ＡＥＤは自主事業に入っているのか。 
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（事務局） 

市営駐輪場においては、ＡＥＤの設置を義務化していない。 

 

【仁科委員】 

特に北部ブロックは、設備投資により相当収益が下がっているが、設備投資と人件費には密接な

関係がある。機械化について、指定管理者と市の間で来年（R７～）実施する協議等は行っているの

か。 

（事務局） 

北部ブロックについては、管理人が管理する施設が多いことから、引き続き、機械化を進めたい

と考えている。 

 

【鈴木部会長】 

市として、何か自主事業を考えていることはあるか。 

（事務局） 

自主事業については、事業者選定時に提案したものを実施している。 

 

【鈴木部会長】 

駐輪場は、自転車利用者が集まる場所であり、例えば、来年度から青切符制度がはじまることか

ら、安全面の広報など進んで実施していただけるように働きかけてはどうか。 

（事務局） 

本市で自転車の安全利用に関するパンフレットを作成しており、駐輪場利用者が定期更新などで

管理事務所に来た際、パンフレットを配布し広報・啓発を行っている。 

 

【鈴木部会長】 

 引き続き自転車の安全利用に関する広報・啓発を実施していただきたい。 

 

〇各ブロックの令和６年度分の評価結果について、原案どおり承認された。 

 

３ その他 

・ 特になし。 

以上 

 

 

 

 

 

 


